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NPO 法人高次脳機能障害友の会みずほ 

会報  第 21 回総会 特集号 

 

総会の会場に、会報で紹介してきた会員さんたちの作品を展示しました。 

 

 

 

目次   
■ 総会展示作品 P２ ■ 第 21 回総会 資料 （第１号議案～第４号議案） P3～５ 

■ 座談会 P６～１０ ■ 高次脳機能障害者支援法 P11 ■ 入会の案内など P１２ 
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第２１回総会 

 
 令和 8 年５月 9 日（土）名古屋市中区のイーブルなごや視聴覚室にて、NPO 法人高次脳機

能障害友の会みずほ第 21 回総会を開催しました。 

 

■第 1 号議案 令和 7 年度事業報告 

 みずほ単独の相談、愛知高次脳機能障害協議会家族相談会の相談共に前年度より件数減と

なりました。あいち高次脳機能障害リハビリテーション講習会は会場を変更して開催、参加人数

は昨年度より少なかったものの、内容は好評価を頂きました。福祉サービス事業（ワークハウス

みかんやま）においては、平均工賃が昨年度を上回ったこと、中区福祉協議会の要請により小学

校に出向いて福祉体験学習に参加し交流を行ったことなどを報告しました。 

 

■第２号議案 令和 7年度活動計算報告〈 5ページ掲載の『令和 7年度活動計算書』参照 〉 

 福祉サービス事業の利用者数が対予算で伸び悩んだこと、会員数の漸減傾向が続き会

費収益が対予算未達だったことなどから、当期収支差額がマイナスになってしまったと

説明しました。 

 

 

■監査報告 
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■第 3 号議案 令和 8 年度事業計画 

 みずほは、電話・メール・来所による当事者・家族・支援者からの相談と、愛知高次脳機能障害

協議会の会員として家族相談会（９会場・日程はホームページ『お知らせ』にアップ中）をそれぞ

れ引き続き開催します。また、各部会においては当事者および家族が参加する活動を継続して

いきます。 

 福祉サービス事業（ワークハウスみかんやま）では、今後も相談支援事業所との連携を強化し、

一日当たりの利用者数増加を目指すこと、福祉専門学校生（作業療法士）の実習受け入れを計

画しています。 

 

■第 4 号議案 令和 8 年度活動予算〈 5 ページ掲載の『令和 8 年度活動予算(案)』参照 〉 

 会員に対する積極的な働きかけをすることで会費収益増を、一日当たりのワークハウスみかん

やまの利用者数を増やす工夫などに取り組むことでサービス事業の増収を目指します。 

 

以上の審議議案すべてが承認されました。  

 

  

 

令和８年度  NPO 法人高次脳機能障害友の会みずほ  
            

                                           （敬称略） 
理 事 長         長谷川 潤 

副理事長         河田 幹子          丸山 秀樹 

理     事          大澤 奈保美    佐藤 道子    曽我 亜紀子    

都留 伊都子    平野 陽介    依田 正克 

監     事      佐藤 真由美    永井 鈴子 

顧     問           稲葉 健太郎  社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団  

総合リハビリテーションセンター自立支援部長 

深川 和利      社会医療法人宏潤会 大同老人保健施設 

                      はくすいファミリークリニック 医師 

 

ワークハウスみかんやま 

施設長 ・ サービス管理責任者   依田 正克 

職 員   非常勤 ６名   パート ２名   他ボランティア           
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高次脳機能障害者支援法（以下『支援法』と略す）が昨年１２月１６日に議員立法として成立し、

今年 4 月 1 日に施行されました。支援法をどう活用するのか、或いは活用するにあたってどのよ

うな課題があるのか、みずほの深川顧問と稲葉顧問のお二人（それぞれ医療関係者、福祉関係

者の立場から）と長谷川理事長を中心に、会場に集ったみなさんにも自由に参加していただくと

いう形で総会の後、座談会が行われました。 

 

まず、理事長の長谷川氏

から支援法の中身について

その概要と支援法が成立す

るまでのこれまでの流れと、

先ごろ関係団体とともに県

に提出した要望書（会報 第

９８号に掲載）の内容につい

て説明があった後、支援法

のできたメリット、その課題

へと話が進んでいきました。 

 

※支援法の条文の詳細は厚生労働省のホームページの検索画面で「高次脳機能障害者支援法」と

打ち込んでいただければ、見ることができます（11 ページには概要を記載しています）。 
 

法制化の意義・メリット 

長谷川： 「高次脳機能障害」という名前の付いた法律ができたおかげで認知度が上がるのでは

ないか。それから条文では「責務」という言葉が使われているので、今よりは支援の拡大と深化

が望めるのではないかということと、支援状況・実施状況を公表しなさいということになっている

ので我々でもチェックができる。だから、国や地方公共団体にここが足りませんよと言えること。 

 

深川： 支援に法的根拠ができたこと。社会としてやらなければいけないということになり、従来

の支援普及事業のような 1 年毎に更新され、いつ打ち切られるかわからない事業と違い、支援

が恒久的に続くということ、支援が保証されたことが一番大きい。 

 

稲葉： 法律になったことが一番大きいが、議員立法ということの弱さ（※１）がある。だからこれ

を形にしていく、いいものにしていくためには家族会のみなさんと我々専門家にかかってきてい

ると思う。 

 

左から稲葉顧問、深川顧問、長谷川理事長 
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※１例えば同じ法案でも、政府が提出する法案では各省庁も関わってくるので様々な施策が 

作られていくプロセスに進んでいきやすいということがある。 
 

 

 

政府の関係者がこういう会に参加して現状を見ることは可能なのか？     

 

といった質問が参加者から出されると・・・ 

 

稲葉： 条文では「実態を把握に努める」というのがある。ただ、会に参加してというより、いろい

ろな調査をして全国の高次脳機能障害者の数とか困りごととかの実態を把握する努力をすると

いうことなので、家族会として「国に把握に努めてください」と声を上げることは非常に重要なポ

イントではないか。 
 

長谷川： 実際に動く各地方公共団体の担当者のやる気にかかっているので、やる気のない人

のけつをたたこうかということがこれからの話し合いだと思っている。 
 

深川： 支援普及事業やモデル事業の始まりは、こういう会に厚生労働省から来て参加して大変

なことが伝わったから。だから、我々は動かせる。ほっといても来ないから、我々が動かしに行く、

意見を言っていく事が大事。 

 

 

実現したい姿 
 

➢ 高次脳機能障害者が「見逃されない」医療体制 
 

長谷川： 見逃しは昔に比べ減ってきているが、それでもまだ身近に見逃されてきた例がある。こ

れを見逃さないために、どういう風なシステムができればいいのか、そのために我々はどこにど

う働きかけたらいいのか。見逃さない体制は作れるような気がするが、どうなのか。 
 

深川： 見逃しが減ってきたのは事実。交通事故などの新聞の記事で「命に別状はない」というこ

とがよく書かれている。命に別条がなくてもその後が問題なのに社会全体に命に別条がなくて良

かったとする雰囲気がある。見逃しの原因として、医者が言わないことがあるので、患者や家族

に意識が戻ったら脳は大丈夫かどうか考えないといけないことを強く言って周知することが大切。 
 

稲葉： 「見逃さない」のタイミングがどこかということを考えなければいけない。まず病気や事故 

直後の診断から始まると思うが・・・。福祉側がどう見逃さずにフォローしていけるのかという観 

点で会考えると、病院を出る時に取りこぼさないためにこちらからアプローチする何らかの施策 
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を考え、仕組化するのがいいのではないか。また行政から通知を送るなどの施策も考えられる。 

現時点でピックアップという形で取り組んでいる。 
 

長谷川： 見逃さないためには全数検査が必要。全数検査をしていくためのシステムを考えるべ

きでは。行政に対しては全数検査をしてくださいというべきかなと思っている。 
 

深川： 全数検査をしなければいけないと思う。本来は医者がやらなければいけないことだが、そ

れができていない。医者より、コメディカル(医師・歯科医師以外の医療専門職の総称）、リハの先

生など誰かが患者に直接伝えるか、ポスターで注意喚起する方が効率的ではないか。弁護士や

接骨院の先生なども障害を知っていることが多いということもある。システムということではない

が、いろんなところに高次脳機能障害という概念が広がっていくと見逃しはなくなると思う。たと

えば、一人一人が折に触れて高次脳機能障害というものがあると周りに話すことでその概念が

広がっていくのではないかと思うので、是非皆さんも周りに話してほしい。 

 

 

この「周知する」ということに関して、家族である参加者からも 

 

自分は「高次脳」という言葉を聞いてもどんな漢字を書くかもわからなかった。 

高次脳機能障害が脳の病気であるということも頭に入ってこなかった。周りに 

話しても「それって何？」って言われてしまった。国民のほとんどわかっていない 

のではないか、周知してもらわないと・・・ 

 

といった経験・意見も出されました。 

 

 

➢ 社会参加(復帰)のための適切な医療的・福祉的リハビリ(訓練)の提供 
 

長谷川： 支援法には専門医療機関を確保しなさいと書かれているけれど、高次脳機能障害の

専門的医療機関というのは何を持っていうのかよくわからない。県や市に聞いてもはっきりとし

た答えを得られない。どういう要件をもって専門医療機関とみなすのか。愛知県には最低何か

所設けるべきなのかも知りたい。 
 

深川： 医療機関については、名古屋リハが調査結果をホームページに挙げていて、名目上数は 

たくさんあるが、専門医はいないのが実状。 
 

稲葉： 「専門的」という言葉がきちんと明確化される必要があり、その要件をきちんと決めること 
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を要望した方がいい。愛知県には障害保

健福祉圏域（※2）が１１圏域ある。医療機

関を置くとすると１１圏域置ければいいが

現実的には無理で、半分が限界ではない

かと思う。 

 

長谷川： 支援法では「可能な限りその身

近な場所において必要な支援を受けられ

るよう適切な配慮をする」とうたわれてい

るが、愛知県には支援拠点機関が 2 つあ

るだけ。また、タイアップするはずの病院

がない。現状は名古屋リハしかないので、

豊橋・豊川の人間に「名古屋まで来て診

察を受けろ」ということになっている。これはおかしいので専門的な医療機関の確保は言い続け

ていきたいと思う。ちなみに岐阜は 6 か所、静岡は 7 か所の拠点機関があり、それにタイアップ

する病院名もきちんと公表されている。 

 

※2障害者福祉サービスをはじめとする障害福祉施策を推進するための広域な枠組み（複数市 

町村を含む広域圏域を地域単位としている）。都道府県ごとに設定されている。 
 

 

深川： 法律になった以上県がやらなければならない。県に行政としての当事者意識を持って県

主導で体制を整えてほしいと我々が要望していっていいと思う。 

 

稲葉： ノウハウのある地域の高次脳機能障害の支援機関はたくさんないのが現状。各地に出

向いて支援できる事業所が増えるような取り組みをしているが、それをより強化していかなけれ

ばと考えている。 

 

 

➢ 受け入れ側（学校、企業、地域）への支援（環境整備策）の提供 
 

長谷川： 実際に当事者家族にヒアリングして、例えば学校に戻るときの良し悪しは先生のやる

気とかに左右されることがあると聞いている。企業や学校に戻るとき、あたりはずれがあっては

ならない。自助努力ではどうしようもないので、個人個人の取説を書いてくれる支援機関がある

といいとも思う。環境整備がスムーズに進むための仕組みはできないだろうか。 
 

 

 

図の出典元：愛知県ホームページ障害福祉課「『あいち障害

福祉プラン 2021－2026』について」より  

 

愛知県の障害保健福祉圏域 
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深川： 取説づくりも、環境設定にも関わってきた。その中では相手側が拒否していることがある。 

1 つには高次脳機能障害という障害の認知度の低さが原因。知識がないので受け入れられない。 

受け入れについて企業はまだいいが、特に学校は教育委員会を巻き込んでいかないとうまくい 

かない。教育委員会の協力を得る形を作っていく事が必要。 
 

稲葉: 国からきっちり通知を出してもらっても、なかなかいうことを聞いてくれない教育機関も

ある。家族会としては、国から通知を出してもらうことはもちろん、過去の前例からうまくいかな

い問題もあるということを国に話した方がいい。教育委員会をきちんと巻き込んでいく事をやっ

ていかなければいけない。 

 

 

会の終盤では、参加者から、リハビリや日常生活での AI の利用について、就労での問題につ

いて質問や意見も出されました。 

 

 

最後に長谷川理事長から、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

という挨拶があり、座談会は終了しました。 

                    

 （都留） 

 

この支援法ができて、どう活用するべきか、今日言ったみたいにまだまだ固ま

っていませんし、全国の各都道府県でも家族会がすでに行政に要望してたり、行

政とどうしようかねと相談しています。 

さっきの愛知県の 4 団体で出した要望書ですけれども、全国の例を参考にす

ればもっとよりよいものができてくるのかな、そういう意味では全国の友の会

の連携っていうのか、今後もいるのかなと思います。 

いろんなところからの情報で「これいいね」と思うものはホームページに挙げ

たりして、また皆さんの意見をお聴きしながら進めて、せっかくできた法律を十

分に活用できるようにしたいと思いますので、是非皆さん変わらずご協力して

いただければと思います。 
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高次脳機能障害者支援法（概要） 

 

第一章   総則 

⚫ 目的・・・基本理念を定め、国等の責務を明らかにすること、高次脳機能障害者の自立及び社

会参加のための生活全般にわたる支援を図り、高次脳機能障害者を含めた国民一人一人が

共生する活力ある社会の実現に役立つこと。 

⚫ 高次脳機能障害の定義 

⚫ 基本理念…自立と社会参加の機会の確保・社会障壁の除去・切れ目のない支援・居住する地

域に関わらずに等しく適切な支援を受けられる 
 

⚫ 国や地方公共団体の責務…国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に支援に関する施

策を策定し及び実施する 
 

⚫ 事業主や国民の努力・・・高次脳機能障害者の自立及び社会参加に協力するよう努める 

⚫ 法制上の措置等・資料作成及び公表…支援に関して講じた施策の実施状況の公表 
 

第二章   支援に関する施策 

⚫ 地域での生活支援 

⚫ 教育的支援 

⚫ 就労支援 

⚫ 権利利益の擁護（差別・いじめ・虐待等の防止） 

⚫ 司法手続きにおける配慮（意思疎通手段確保への配慮） 

⚫ 家族支援 

⚫ 相談体制の整備 

⚫ 情報共有の促進 
 

第三章   高次脳機能障害者支援センター等 
都道府県(知事)・政令指定都市（市長)が務める事 

⚫ 高次脳機能障害者支援センター（地域の高次脳機能障害支援業務を行うもの）の設置 

⚫ 専門的な医療機関・専門的知識を有する人材の確保等…専門的な診断・治療・リハビリ

等を行う医療機関の確保と、医療機関間の相互協力の推進及び医療機関への情報提供等を

行う 

⚫ 高次脳機能障害者支援地域協議会（支援体制整備のため患者と家族、学識経験者、医療・保健・

福祉・教育・労働等の関係機関や民間団体等から構成される）の設置 
 

第四章   雑則 

国民に対する普及及び啓発・医療等の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発 

高次脳機能障害者の実態の把握に努めるなど   


